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８ トイレ 

チェックポイント 

 【障害者対応トイレ・一般トイレ共通】 

①通行の支障となる段差がないか 

②便房の数は適切か 

【障害者対応トイレ】 

① 車いす使用者が通過しやすい幅となっているか 

② 車いす使用者が利用しやすい広さとなっているか 

③ 手すりが連続して設置されているか 

④ 洗面器は車いす使用者に対応した寸法となっているか 

⑤ オストメイト設備や非常通報ボタンが設置されているか 

【一般トイレ】 

① 男女別入口の音声案内があるか 

 

＜福井県福祉のまちづくり条例施行規則の整備基準＞ 
一 便所を設ける場合にあっては、その 1以上（男子用および女子用の区分がある時

はそれぞれ 1以上）は次に定める構造であること。 
  （１）車いす使用者が円滑に利用することができるよう、十分な床面積が確保さ

れ、かつ、腰掛便座、手すり等が設けられている便房（以下「車いす使用
者用便房」があること。 

  （２）出入口（車いす使用者用便房の出入口を含む。以下この項において同じ。）
の幅は 80センチメートル以上であること。 

  （３）出入口に戸を設ける場合にあっては、車いす使用者が円滑に開閉して通過
することができる構造の戸であること。 

二 一に定める構造の便所に洗面所を設ける場合にあっては、その１以上は、次に定
める構造であること。 

  （１）水洗器具は、レバー式、光感知式などによりその操作が容易なものである
こと。 

（２）１以上の洗面所は、車いす使用者の利用に配慮した高さであって、その下
部に車いす使用者の利用に支障のない空間が設けられているものであるこ
と。 

  （３）１以上の洗面器の周囲には、手すりが設けられていること。 
三 便所に男子用小便器を設ける場合にあっては、その１以上は床置き式であって両

側に手すりが設けられたものであること。 

 

【整備のポイント】 

 ・トイレは、利用者がわかりやすい位置に設けるとともに、誰でも利用しやすい構 

造とする必要があります。 

 ・男女トイレそれぞれに障害者対応トイレを設置しましょう。 

 ・施設の利用者数に応じてトイレの設置数を考慮しましょう。 
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(１)障害者対応トイレ 

【整備の手引き】 

設置数 

◎ 少なくとも１つ以上の車いす使用者用便房（男女の別がある時はそれぞれ１

つ以上）を設けます。 

○ 当該階に設けられる便房の総数が 200 以下の場合にあっては、少なくとも、

その総数の 2%以上、200を超える場合にあってはその総数の 1%に 2を加えた

数以上の車いす使用者用便房を設けることが望まれます。 

◎ 障害者対応トイレのうち、少なくとも 1 つ以上は、オストメイト対応のトイ

レを整備します。 

 

配置 

○ 車いす使用者用便房は、利用者が位置を把握しやすいよう、一般のトイレと

一体もしくはその出入口の近くに設けることが望まれます。 

 

広さ 

◎ 便房は、車いす使用者が容易に利用できるように、車いすの回転スペースの

確保や介助者が同伴できるようなスペースを確保します。 

○ 便房全体の標準的寸法は以下の通りとすることが望まれます。 

    標準的な寸法：200cm×200cm程度 

    改築などにより建築計画上制約がある場合：200～160cm×200cm程度 

 

出入口・通路 

◎ トイレおよび便房の出入口および通路は段差をなくし、80cm以上の幅を確保

し、可能であれば 90㎝以上とします。 

◎ 出入口前には車いすが転回できる空間（140cm×140cm）を設けます。 

 

トイレの戸 

○ 車いす使用者が利用しやすいよう、引き戸とすることが望まれます。 

○ 可能であれば自動式引き戸とします。 

○ 戸の取手は握りやすく、施錠は操作のしやすいものとします。緊急の場合は

外部からも解錠できるものが望まれます。 

 

設備・備品 

◎ 車いすから便座への移乗を容易にするために手すりを設置し、紙巻器、呼出

しボタン等が便座からおよび車いすに座ったまま手の届く範囲に設置しま
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す。 

  手すり 

◎ 便器の両側に水平、垂直にしっかりと取り付けます。 

◎ 水平な手すりは、基本的に、便器の側面、高さ 65～70cm程度の位置に取り付

ける等の配慮をします 

◎ 手すりの設置位置に対し、便器洗浄ボタン、紙巻器等が使用しやすいように

配慮します。 

 

  紙巻器 

○ 便座および車いすに腰掛けたまま利用できる位置に設け、できるだけ両側に

設置をします。 

 

  便器洗浄ボタン 

○ 便器に座ったまま操作しやすいものとすることが望まれます。 

○ 視覚障害者に配慮して、なるべく押しボタン式もしくは靴べら式の洗浄レバ

ー等わかりやすく誤作動しにくいものとします。 

 

洗面所 

◎ 洗面器の水栓は、レバー式、光感知式等、操作の容易なものとします。 

◎ 車いす使用者が利用できるよう洗面器の下部に車いすで膝が入るスペースを

確保します。洗面器の下に、床上 60cm 程度までのスペースを確保し、洗面

器の標準的高さを 80cm以下とします。 

◎ 車いす使用者等に配慮し、洗面器の周囲には手すりを設けます。 

○ 吐水口の位置は、車いす使用者が利用しやすい位置（洗面器の手前縁から 30

～33cm程度）に設けることが望まれます。 

○ 鏡を設置する場合は、洗面器の上端から上方へ 100cm 以上の高さで設置する

ことが望まれます。 
 
表示 

◎ 障害者、高齢者等を誘導するために、建物内の案内板に障害者対応トイレの

位置を表示します。 

○ トイレの場所、男女の別、機能を、大きくわかりやすく表示し、必要に応じ

て音声による誘導を行います。 

(２)一般トイレ 

【整備の手引き】 

トイレの配置等 

○ 同一建物内においては、可能な限りトイレの位置・男女の位置を統一すると
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わかりやすいです。 

○ トイレ内部の配置を、出入口付近の外部に表示することが望まれます。 

    

寸法 

○ 車いす使用者用便房以外の便房の出入口の幅は 65cm以上確保することが望ま

れます。 

○ さらに、車いす使用者も通過可能なように出入口の幅は 80cm以上とし、トイ

レ内通路には、車いすの転回スペースを確保することが望まれます。 

○ 車いす使用者用便房以外の便房も、車いすで使用可能なゆとりのある広さの

ものとし、手すりを設け、出入口の有効幅員を 80cm 以上とすることで、利

用できる人が増え、より使いやすくなります。 

 

設備・備品等 

  男子用小便器 

◎ トイレの出入口から最も近い小便器は、床置き式ストールまたは低リップの

壁掛け式とします。 

◎ 受け口の高さが 35cm以下のものとします。 

◎ １つ以上の小便器には両側に手すりを設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  大便器 

○ トイレには、１つ以上の腰掛け便座および手すりを設けることが望まれます。 

○ 和式の便座についても、同様に手すりを設けることが望まれます。 

     

  洗面所 

◎ 洗面器は壁にしっかりと取り付け、１つ以上の洗面器には手すり等を設け、

寄りかかれる等の配慮をします。 
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◎ 洗面器の水栓は、レバー式、光感知式等操作しやすいものとします。 

◎ １つ以上の洗面器は、車いす使用者の利用に配慮し、洗面器の下に車いすで

膝が入るスペースを設けます。 

○ 吐水口の位置は、車いす使用者が利用しやすい位置（洗面器の手前縁から 30

～33cm程度）に設けることが望まれます。 

○ 洗面所の鏡は、車いす使用者の利用に配慮して、洗面器上端から上方へ 100cm

以上の高さで設置することが望まれます。 

○ 手荷物棚を設けるとよいでしょう。 
     

  便器洗浄ボタン等（腰掛け便座の便房） 

○ 便器洗浄ボタン、紙巻器は、便器に腰掛けたまま操作がしやすいものとする

ことが望まれます。 

○ 洗浄ボタン、紙巻器等の位置が規格化されると便利です。同一建物内におい

ては、なるべく同じ配置、同じ部品を使用しましょう。 

○ 視覚障害者に配慮して、なるべく押しボタン式もしくは靴べら式の洗浄レバ

ー等わかりやすく誤作動しにくいものとします。 
     

  トイレの戸 

○ 聴覚障害者の利用に配慮し、便房の戸には、使用中かどうかが容易にわかる

施錠を設置しましょう。 

○ 車いす使用者でも利用しやすいよう、引き戸、外開き戸等とすることが望ま

れます。 

○ 使用時以外は開いているタイプとすることが望まれます。 

     

  非常通報 

○ 聴覚障害者が便房でも非常通報の情報が分かるように、光で視覚的に非常を

知らせるフラッシュライト等を設けることが望まれます。 
     

  照明 

○ 十分な明るさを確保することが望まれます。 
 

トイレの床 

◎ トイレの床は段を設けないようにします。 

○ 床面は濡れても滑りにくい材質とすることが望まれます。 
 

案内表示の設置 

◎ 建物内の経路に、トイレがどこにあるのかすぐわかるよう案内表示をします。 

◎ 視覚障害者の利用に配慮して建物全体を案内する点字等による案内板等に、

トイレの位置および男女の別を表示します。 

○ トイレの出入口には点字等による表示を行うことが望まれます。 

 


